
UIJターンによる小規模事業者等の事業承継支援事業 FAQ 
 

【Ⅰ 助成対象者】 

Ｑ１：助成対象者について教えてください。 

Ａ１：新潟県内の小規模事業者で、事業後継者候補を正規雇用し、企業内教育訓練（Ｏ

ＪＴ）を実施しようとする方が助成対象者となります。 

ただし、風俗関連営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主、

暴力団と関わりのある事業主、当該事業申請日、または助成金交付決定日の時

点で倒産している事業主は助成対象となりません。 

Ｑ２：小規模事業者の定義を教えてください。 

Ａ２：小規模事業者は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第５項

に規定する小規模企業者をいい、おおむね常時使用する従業員の数が２０人

（商業又はサービス業は５人）以下の事業者をいいます。 

Ｑ３：小規模事業者以外でも、特段の事由がある新潟県内の中小企業者であれば特例

が認められる場合があるとありますが、どのような場合ですか？ 

Ａ３：当該企業の事業承継が「地域コミュニティの維持」や「地域の活性化」等、「地

方創生」に資するとＮＩＣＯが認める場合、特例を認めます。事前にご相談を

承りますので、申請前にＮＩＣＯまでご相談ください。 

Ｑ４：どのような業種が対象となりますか。 

Ａ４：風俗関連営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主は助成対

象となりません。具体的には、以下の業種は助成対象となりません。 

○ 風俗営業法（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項のいずれかに該当す

る営業  

○ 同法第２条第５項の、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映

像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹

介営業 

なお、上記に該当しない場合も、暴力団と関わりのある事業主、当該事業申請

日、または助成金交付決定日の時点で倒産している事業主は助成対象となりま

せん。 

 

【Ⅱ 事業後継者候補】 

Ｑ５：事業後継者候補の定義を教えてください。 

Ａ５：事業後継者候補は、県内の小規模事業者等が事業承継を目的として新たに正規

雇用しようとする県外居住者のうち、当該事業者の役員の３親等以内の親族を

除く者をいいます。 

※ 後継者候補として雇用する旨の意思表示を書面にて提出いただきます。 

Ｑ６：親族は対象となりますか。 

Ａ６：民法７５２条に規定する親族であっても、当該事業者の役員の３親等以内でな

ければ事業後継者候補となります。 

 

 

 



 

Ｑ７：新卒学生は対象となりますか。 

Ａ７：Ｑ＆Ａ５に掲げる事業後継者候補の要件を満たす場合は対象となります。 

Ｑ８：在外邦人や外国人は対象となりますか。 

Ａ８：Ｑ＆Ａ５に掲げる事業後継者候補の要件を満たす場合は対象となります。 

Ｑ９：事業後継者候補はＮＩＣＯが紹介してくれますか。 

Ａ９：事業後継者候補は、新潟県Ｕターンサポートデスク、民間職業紹介事業者、ハ

ローワーク等の利用により、小規模事業者等の皆さまにお探しいただきます。 

   ＮＩＣＯは、県がＵＩＪターン業務を委託している「新潟県Ｕターンサポート

デスク」を紹介するとともに、求人活動費として最大１００万円を助成します。 

※ 新潟県Ｕターンサポートデスク：民間ノウハウやネットワークを有効活用し、

より多くのＵＩＪターン希望者と県内企業のマッチングを実現することを目

的に設置。登録料は無料（ただし、採用に繋がった場合に成功報酬が発生） 

 

【Ⅲ 助成内容・助成対象経費】 

Ｑ10：助成内容を教えてください。 

Ａ10：最大１００万円の求人活動費、最大２５０万円の人件費を助成します。求人活

動費は、新潟県Ｕターンサポートデスクや民間職業紹介事業者等への登録料・

成功報酬等、人件費は、事業後継者候補の雇用・ＯＪＴに要する費用等を対象

とします。なお、交付決定日から平成２８年３月末までの間に支払いが完了す

る経費が助成対象となります。 

Ｑ11：求人活動費の助成対象経費を詳しく教えてください。 

Ａ11：①新潟県Ｕターンサポートデスクや民間職業紹介事業者等への登録料・成功報

酬、②採用前面接に要する旅費（国内実費）・滞在費（定額）等が助成対象と

なります。なお、②の旅費・滞在費については、ＮＩＣＯが必要と認めるもの

に限りますので、面接を実施する場合には事前にＮＩＣＯまでお問い合わせく

ださい。 

Ｑ12：人件費の助成対象経費を詳しく教えてください。 

Ａ12：助成金交付決定日以後の日付での正規雇用から平成２８年３月末日までの人件

費（報酬又は給与、各種手当、社会保険料）等が助成対象となります。 

   なお、正規雇用とは、労働者の雇用形態、賃金体系などについて、労働契約の

期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものをいいます。 

【Ⅳ 採択予定件数】 

Ｑ13：採択予定件数は何件ですか。 

Ａ13：事業予算の範囲内で、予算の執行状況を確認しつつ、可能な限り多くの支援を

行います。現時点では、20件程度の支援を行う予定です。 


